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宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

の指定に向けて 
～第１回盛土等規制に関する有識者等懇話会の開催～ 

 

盛岡市では、宅地造成等規制法に基づき宅地造成工事規制区域を定め、宅地造成に伴う土砂

災害防止に努めてきたところです。昨年、宅地造成等規制法が改正され、宅地造成及び特定盛

土等規制法として令和５年５月 26日に施行されました。この施行に伴い、改正前の宅地造成工

事規制区域に替えて、新たに宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定する必要

があり、これら区域の指定等に関する協議を行うため第１回懇話会を開催しますので、お知ら

せいたします。 

 

                    記 

 

【日 時】  令和５年 10月 25日（水） 午前 10時から午前 11時 30分まで 

【場 所】  市役所都南分庁舎３階研修室（盛岡市津志田 14地割 37番地２） 

【議題等】  ・宅地造成及び特定盛土等規制法について 

       ・規制区域設定手法について 

       ・規制区域設定に係る市の考え方について 

【出席者】  盛土等規制に関する有識者等懇話会委員８名 

       （学識経験者１名、有識者２名、関係行政機関５名） 

       事務局：都市整備部都市計画課 

【主 催】  盛岡市 

【添付資料】 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（概要リーフレット） 

 

盛岡市プレスリリース 
～みどり、にぎわい、なつかしさ 私のまち盛岡をみがこう～ 

令和５年10月18日 

都市整備部 

都市計画課 

 




